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名古屋生活保護裁判、来春判決へ大詰め。全国支援強まる中、 
     ９月２５日第 1 回証人尋問行われる 
 

 来春にも判決⾔い渡しが予定されている名古屋地
裁での⽣保裁判は、原告側の申し出による証⼈尋
問が 9 ⽉〜10 ⽉にかけて⾏われます。 

9 ⽉ 25 ⽇に⾏われた第 1 回証⼈尋問では 2
⼈の証⼈に対して原告弁護団からの主尋問、被告
（国）弁護団からの反対尋問が⾏われました。 

今回の裁判は全国的な注⽬を受けていることをふ
まえて、傍聴の抽選も実施され、法廷も熱気に包ま
れるなかで進⾏しました。 

 
■１⼈⽬の証⼈は統計学の専⾨家として、上藤⼀郎静岡⼤学教授（静岡⼤学学術院⼈⽂社会
科学領域）が証⼈に⽴ちました。 

原告弁護団の森⽥弁護⼠の尋問に答える形で、ゆっくりと諭すような趣きで、①消費者物価指数を
作成する国際的基準、②厚労省の⽣活扶助 CPI 統計の理論的誤り、③⽣活保護利⽤者固有の
消費者物価指数の計算結果に⾒られる誤り、④歪み調整における第１・⼗分位の消費⽀出との⽐
較、回帰分析における消費⽀出額の推計⽅法などの誤りについて、証⾔がされ、⽣活保護基準引き
下げの不当性を述べられました。 
 被告側弁護⼠（国）からは、上藤教授の証⼈としての信⽤性を争うことを念頭にした尋問内容でし
た。これに対しても上藤教授は、学⽣を諭すような⼝調で指摘の誤りを⽰されました。さらに被告側弁護
⼠は裁判所に弾劾証拠の資料提出の受理を求めましたが、これまでの裁判の進⾏協議でも事前説明
はなく、原告側弁護団の抗議に対して「こちらもバタバタしていて・・・」と⾔い訳に終始し、裁判所はそれ
までの被告側弁護団の尋問内容と同趣旨の証拠でしかないことを理由に資料提出を却下しました。 
■２⼈⽬の証⼈は社会保障の専⾨家として、⼭⽥壮志郎⽇本福祉⼤学准教授（社会福祉学部
社会福祉学科）が証⼈に⽴ち、原告側弁護団の⼩林弁護⼠の尋問に答える形で、①⽣活保護世
帯は⼀般世帯と消費構造が違い、これを考慮すれば変動幅は異なっていたこと、②⽣活保護基準の
引き下げは「健康で⽂化的な⽣活」をますます低下させ、「最低限の⽣活」さえも脅かすことになっている
こと、を証⾔しました。 
 これに対する被告側弁護⼠の尋問は、⼭⽥准教授が反貧困ネットワークの活動に原告側弁護団と
共に参加していることに注⽬して、証⼈としての公平性に疑問を投げかけるという内容の薄いもので、や
はり準備の浅さが露呈する尋問でした。 
 
 裁判終了後は名古屋地裁近くの桜華会館会議室に移動して、報告集会が⾏われました。 
 応援にかけつけてくださっている全国の⽣保裁判弁護団の⽅々から、今回の裁判の進⾏内容について
の解説と勝利への決意表明が述べられ、愛知の原告からも弁護団へのお礼と⾃らが証⼈に⽴つ第３
回証⼈尋問への⽀援要請が語られました。 
次回の傍聴は、「先着順」になります。朝９時に名古屋地⽅裁判所にお集まりください。 

桜華会館で⾏われた報告集会の様⼦



 
・第２回証人尋問は、１０月１０日(木)10 時～名古屋地方裁判所にて 

   

 〇初めに証言に立つのは、審議会で事実上のトップであった岩田正美氏。他の統計偽装 

では委員会関係者が欠席したり責任回避をするなか、岩田氏は審議会が「変更の必要なし」

とした議論を厚労省が勝手に変えてしまったと証言します。 

 〇続いて、元中日新聞の白井氏。昨年相次いで発覚した厚労省の統計偽装。数字を変え

たり統計方法の変更を変えたりしていましたが、その発端とも言えるのが 2013 年の保護

費引き下げです。当時から「物価偽装を糾す！」と指弾してきました。 

 〇終了後に、桜華会館で報告集会を行います。 

 
 
・第３回証人尋問は、１０月２４日(木)10 時～ 
名古屋地方裁判所、原告 5 人が証言します。 

       

 

 
多数の参加で傍聴席を埋め尽くし裁判所と被告にアピールを！裁判支援を広めてください！ 
 



 
 

10 月 2 日、2019 年度後期高齢者医療制度不服審査請求  
年金者組合３６７件、生活と健康を守る会 16 件 合計   件を愛知県に提出しました。提出
には、３２人が参加しました。今後、３名の口頭陳述が予定されますので、準備をお願いしま
す。 

２０１９年第２回愛知県後期高齢者医療広域連合定例会、後期高齢者医療の改善

を求め 社保協・年金者組合が請願提出、結果は不採択に 
２０１９年第２回愛知県後期高齢者医療広域連合定例会が８月１６日（金）にホテルメルパルク名古屋（東

区）で開催され、今年度補正予算や２０１８年度一般会計・特別会計決算認定を可決した。 

協会も加盟する愛知県社会保障推進協議会（社保協）は、県独自の保険料と窓口負担の軽減制度創設

や、国に対して後期高齢者の窓口負担割合引き上げを求めることなど、全五項目の請願を年金者組合愛

知県本部と連名で提出した。 

質疑では、伊藤建治議員（春日井市・共産）のみが発言し、保険料軽減特例の廃止・縮小によって保険

料が増えた被保険者数は、２月当初の予算段階から増えて１４万１千人・８億９千万円の影響があり、高額

療養費の自己負担限度額の引き上げによる被保険者の負担増は通年換算で３６億円であることが明らか

になった。 

また伊藤議員は、歯科健診に関して、実施市町村が県内５４市町村のうち３０であることに関して、全市

町村での実施を求めた。 

河村たかし広域連合長（名古屋市長）は、来年度の保険料改定で、剰余金の活用や東京都広域連合で

実施されている独自の保険料軽減などの工夫で保険料負担を軽減することについて「愛知でもやれない

か検討してみたい」と答弁した。 

請願は、伊藤議員と岡田ゆき子（名古屋市）各共産党議員から紹介を得たが、他に賛成はなく不採択と

なった。社保協では、今後も継続して議会請願を提出する方針。      （保険医協会・日下） 


